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件 名：職員の懲戒処分について 

 

 このたび、下記のとおり懲戒処分を行ったので、公表します。 

 

 

記 

 

１．処分対象者及び処分内容 

処分対象者 処分内容 

住民課 環境衛生対策室  

主事 ６０歳 男性 
停職１ヶ月 

 

２．処分年月日 

  令和３年１１月３０日 

 

３．処分の事実 

上記の者は、勤務時間内に公用パソコンを使用し、職務に関係しない私的な書類の作成を常習的に

行う等、職務に専念する義務に反した。 

 

４．処分の根拠 

  【懲戒処分の適用条項】 

  地方公務員法第 29条第１項第 2号及び第 3号 

 

 


